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(57)【要約】
【課題】入力キーが小さくなったとしても入力しやすく
、かつ入力方法が覚え易く、さらに指の無駄な動きがな
く文字入力を行うことができる携帯電話機を提供する。
【解決手段】テンキーを有し、清音文字入力可能な携帯
電話機であって、テンキーのうち所定キーを触接すると
、所定キーに対応した子音が決定し、所定キーの触接後
、所定キーから離反する又は所定キーを基点として所定
方向へ摺動することにより対応した母音が決定する。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
異なる子音が割り当てられた複数のキーを有するタッチパネルと、
前記タッチパネルへのユーザ操作に応じて文字を決定する制御部と、
前記決定された文字を前記表示部に表示する表示制御部と、
を備え、
前記制御部は、前記タッチパネルが前記複数のキーのうちの所定キーの触接を検知すると
、前記所定キーに対応した子音を決定し、前記所定キーの触接後、前記所定キーからの離
反、前記所定キーの所定時間接触、又は前記所定キーを基点とした所定方向への摺動を検
知すると、その検知された操作に対応した母音を決定することを特徴とする携帯電話機。
【請求項２】
　テンキーを有し、清音文字入力可能な携帯電話機であって、
前記テンキーのうち所定キーを触接することにより、前記所定キーに対応した子音が決定
し、
前記所定キーの触接後、前記所定キーから離反する又は前記所定キーを基点として所定方
向へ摺動することにより対応した母音が決定することを特徴とする携帯電話機。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の携帯電話機であって、
前記テンキーのうち所定キーを触接すると、「わ」、「を」、「ん」が選択され、
前記所定キーの触接後、前記所定キーから離反する又は基点として所定方向へ摺動するこ
とにより「わ」、「を」、「ん」の何れか１つが決定することを特徴とする携帯電話機。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の携帯電話機であって、
前記所定キーの触接後、所定時間以内に前記所定キーから離反する又は前記所定キーを基
点として上下左右の何れか一方へ摺動することにより、母音のうち何れか１つが決定され
ることを特徴とする携帯電話機。
【請求項５】
　請求項３に記載の携帯電話であって、
前記所定キーの触接後、所定時間以内に前記所定キーから離反する又は前記所定キーを基
点として上下左右の何れか一方へ摺動することにより、「わ」、「を」、「ん」の何れか
１つが決定することを特徴とする携帯電話機。
【請求項６】
　請求項１または２に記載の携帯電話機であって、
前記母音が決定された後、さらに反時計回り方向または時計回り方向への摺動が検知され
ると、その摺動方向に応じて、前記決定された子音および母音からなる文字に対応する濁
音、半濁音、促音、拗音のいずれか１つが決定されることを特徴とする携帯電話機。
【請求項７】
　５行３列のキー配列を少なくとも一部に有し、清音文字入力可能な携帯電話機であって
、
夫々２行目から４行目又は５行２列目のキーのうち所定キーを触接することにより子音が
決定し、
前記所定キーの触接後、所定時間以上前記所定キーの触接を続けることにより第１の母音
が、
前記所定キーの触接後、前記所定キーの上部に隣接されたキーを触接することにより第２
の母音が、
前記所定キーが３列目のキーである場合には、前記所定キーの触接後、所定時間以内に前
記所定キーから離反すること又は前記所定キーが３列目のキーではない場合には、前記所
定キーの触接後、前記キーの右部に隣接されたキーを触接することにより第３の母音が、
前記所定キーが５行２列目のキーである場合には、前記所定キーの触接後、所定時間以内
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に前記所定キーから離反すること又は前記所定キーが５行２列目のキーではない場合には
、前記所定キーの触接後、前記所定キーの下部に隣接されたキーを触接することにより第
４の母音が、
前記所定キーが１列目のキーである場合には、前記所定キーの触接後、所定時間以内に前
記所定キーから離反すること又は前記所定キーが１列目のキーではない場合には、前記所
定キーの触接後、前記所定キーの左部に隣接されたキーを触接することにより第５の母音
が決定することを特徴とする携帯電話機。
【請求項８】
　１行２列目のキーが欠落した５行３列のキー配列を少なくとも一部に有し、清音文字入
力可能な携帯電話機であって、
夫々２行目から４行目又は５行２列目のキーのうち所定キーを触接することにより子音が
決定し、
前記所定キーの触接後、所定時間以上前記所定キーの触接を続けることにより第１の母音
が、
前記所定キーが２行２列目のキーである場合には、前記所定キーの触接後、所定時間以内
に前記所定キーから離反すること又は前記所定キーが２行２列目のキーではない場合には
、前記所定キーの触接後、前記キーの上部に隣接されたキーを触接することにより第２の
母音が、
前記所定キーが３列目のキーである場合には、前記所定キーの触接後、所定時間以内に前
記所定キーから離反すること又は前記所定キーが３列目のキーではない場合には、前記所
定キーの触接後、前記キーの右部に隣接されたキーを触接することにより第３の母音が、
前記所定キーが５行２列目のキーである場合には、前記所定キーの触接後、所定時間以内
に前記所定キーから離反すること又は前記所定キーが５行２列目のキーではない場合には
、前記所定キーの触接後、前記キーの下部に隣接されたキーを触接することにより第４の
母音が、
前記所定キーが１列目のキーである場合には、前記所定キーの触接後、所定時間以内に前
記所定キーから離反すること又は前記所定キーが１列目のキーではない場合には、前記所
定キーの触接後、前記キーの左部に隣接されたキーを触接することにより第５の母音が決
定することを特徴とする携帯電話機。
【請求項９】
　５行３列のキー配列を少なくとも一部に有し、清音文字入力可能な携帯電話機であって
、
夫々２行目から４行目又は５行２列目のキーのうち所定キーを押下することにより子音が
決定し、
前記所定キーの押下後、所定時間以上前記所定キーの押下を続けることにより第１の母音
が、
前記所定キーの押下後、所定時間以内に前記所定キーの上部に隣接されたキーを押下する
ことにより第２の母音が、
前記所定キーが３列目のキーである場合には、前記所定キーの押下後、所定時間以内に前
記所定キーから離反すること又は前記所定キーが３列目のキーではない場合には、前記所
定キーの押下後、所定時間以内に前記キーの右部に隣接されたキーを押下することにより
第３の母音が、
前記所定キーが５行２列目のキーである場合には、前記所定キーの押下後、所定時間以内
に前記所定キーから離反すること又は前記所定キーが５行２列目のキーではない場合には
、前記所定キーの押下後、所定時間以内に前記所定キーの下部に隣接されたキーを押下す
ることにより第４の母音が、
前記所定キーが１列目のキーである場合には、前記所定キーの押下後、所定時間以内に前
記所定キーから離反すること又は前記所定キーが１列目のキーではない場合には、前記所
定キーの押下後、所定時間以内に前記所定キーの左部に隣接されたキーを押下することに
より第５の母音が決定することを特徴とする携帯電話機。
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【請求項１０】
　１行２列目のキーが欠落した５行３列のキー配列を少なくとも一部に有し、清音文字入
力可能な携帯電話機であって、
夫々２行目から４行目又は５行２列目のキーのうち所定キーを押下することにより子音が
決定し、
前記所定キーの押下後、所定時間以上前記所定キーの押下を続けることにより第１の母音
が、
前記所定キーが２行２列目のキーである場合には、前記所定キーの押下後、所定時間以内
に前記所定キーから離反すること又は前記所定キーが２行２列目のキーではない場合には
、前記所定キーの押下後、所定時間以内に前記キーの上部に隣接されたキーを触接するこ
とにより第２の母音が、
前記所定キーが３列目のキーである場合には、前記所定キーの押下後、所定時間以内に前
記所定キーから離反すること又は前記所定キーが３列目のキーではない場合には、前記所
定キーの押下後、所定時間以内に前記キーの右部に隣接されたキーを触接することにより
第３の母音が、
前記所定キーが５行２列目のキーである場合には、前記所定キーの押下後、所定時間以内
に前記所定キーから離反すること又は前記所定キーが５行２列目のキーではない場合には
、前記所定キーの触接後、所定時間以内に前記キーの下部に隣接されたキーを触接するこ
とにより第４の母音が、
前記所定キーが１列目のキーである場合には、前記所定キーの押下後、所定時間以内に前
記所定キーから離反すること又は前記所定キーが１列目のキーではない場合には、前記所
定キーの押下後、所定時間以内に前記キーの左部に隣接されたキーを触接することにより
第５の母音が決定することを特徴とする携帯電話機。
【請求項１１】
　５行３列のキー配列又は１行２列目のキーが欠落した５行３列のキー配列を少なくとも
一部に有し、清音文字入力可能な携帯電話機であって、
夫々２行目から４行目又は５行２列目のキーのうち所定キーを触接することより子音が決
定するステップと、
前記所定キーの触接後、前記所定キーから離反する又は前記所定キーを基点として所定方
向へ摺動することにより母音が決定するステップを有することを特徴とする携帯電話機の
文字入力方法。
【請求項１２】
　タッチパネルへのユーザ操作に応じて表示部に表示する文字を決定する携帯電話機の文
字入力方法であって、
前記タッチパネルが所定キーの触接を検知すると、前記所定キーに対応した子音を決定し
、
前記所定キーの触接後、前記所定キーからの離反、前記所定キーの所定時間接触、又は前
記所定キーを基点とした所定方向への摺動を検知すると、その検知された操作に対応した
母音を決定し、
前記母音が決定された後、さらに反時計回り方向または時計回り方向への摺動を検知する
と、その摺動方向に応じて、前記決定された子音および母音からなる文字に対応する濁音
、半濁音、促音、拗音のいずれか１つが決定することを特徴とする携帯電話機の文字入力
方法。
【請求項１３】
　５行３列のキー配列又は１行２列目のキーが欠落した５行３列のキー配列を少なくとも
一部に有し、清音文字入力可能な携帯電話機を、
夫々２行目から４行目又は５行２列目のキーのうち所定キーを触接すると、前記所定キー
に対応した子音が決定する子音決定手段、
前記所定キーの触接後、前記所定キーから離反する又は前記所定キーを基点として所定方
向へ摺動することにより対応した母音が決定する母音決定手段
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として機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯電話機に係り、より詳細には、テンキーを有する携帯電話機の技術にかか
わる。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機においては電話機能を用いる他にもメール機能やチャット機能などを
用いて他者とコミュニケーションを行う手段が重要視されている。電話でのコミュニケー
ションと比べてメールではコミュニケーションの即時性は求められないが、電話をかける
よりはメールを送信する方が概して頻度が多いため、ユーザとしては文字入力を早く入力
できる機能、手段に対する希求がある。携帯電話ではパソコンのキーボードと比べボタン
数が少なく、パソコンでの文字入力になれているユーザにとっては携帯電話での文字入力
は入力に時間がかかり煩わしさを感じる場合がある。
【０００３】
　この点、特許文献１には、携帯電話機におけるテンキー入力において、それぞれのテン
キーに５つのセンサを設け、１回の押下により清音入力可能な携帯電話機が開示されてい
る。
【０００４】
　さらに、特許文献２には、小型携帯端末機の文字入力方法において、最初に打鍵するキ
ーとこの最初に打鍵するキーに水平、斜め及び垂直方向に隣接する少なくとも１つのキー
とを所定時間内に連続して打鍵することにより得られる文字コードの組み合わせによって
得られる文字コードの組合せによって高速に文字入力可能な方法が開示されている。
【０００５】
　さらに、特許文献３には、子音選択等ができる代表スイッチ群と母音選択等ができる１
つのメンバスイッチとからなり、代表スイッチを選択後、タッチパネル等からなるメンバ
スイッチをスライドタッチさせることにより文字を決定する文字入力装置が開示されてい
る。
【特許文献１】特開２００５－２４４２６４号公報
【特許文献２】特開２００６－３１１２５２号公報
【特許文献３】特開２００２－３４２０１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、１つのテンキーに５つの感圧センサを設
け、その５つの感圧センサのうちどのセンサが反応したかによって入力文字を決定させる
ので、テンキーが小型になると５つのセンサ間隔が狭くなり誤作動がおこりやすい。さら
にテンキー間隔が狭くなると誤って隣接したキーに触れてしまう誤操作も起こる。
【０００７】
　特許文献２に記載の技術では、少なくとも近接のキーを２回打鍵することによって清音
を入力することができるが、母音を決める２回目の押下が１回目に押下したキーの配置に
より異なり、不慣れな者にとってはどのキーを押せば所望の文字が入力されるのかわから
ず、常に１回目に押下したキーにより場合分けをしながら文字入力を行わなければならな
い煩わしさがある。
【０００８】
　特許文献３に記載の技術では、タッチパネルを使って文字入力を行うが、代表スイッチ
群とメンバスイッチが離れた箇所に位置するので、片手のみを使った入力では指の無駄な
動きがあり、入力に時間がかかる。さらにメンバスイッチをタッチしそのスライド距離に
よって文字を決定するため、どの程度スライドさせれば所望の文字が入力できるのかわか
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りづらい。
【０００９】
　本発明は上記従来の課題に鑑みてなされたものであり、入力キーが小さくなったとして
も入力しやすく、かつ入力方法が覚え易く、さらに指の無駄な動きがなく文字入力を行う
ことができる携帯電話機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明に係る携帯電話機は、表示部と、異なる子音が割り
当てられた複数のキーを有するタッチパネルと、タッチパネルへのユーザ操作に応じて文
字を決定する制御部と、決定された文字を表示部に表示する表示制御部と、を備え、制御
部は、タッチパネルが複数のキーのうちの所定キーの触接を検知すると、所定キーに対応
した子音を決定し、所定キーの触接後、所定キーからの離反、所定キーの所定時間接触、
又は所定キーを基点とした所定方向への摺動を検知すると、その検知された操作に対応し
た母音を決定することを特徴とする。
【００１１】
　本発明によれば、子音決定後の母音選択を、所定キーからの離反、所定キーの所定時間
接触、又は所定キーを基点とした所定方向への摺動といった単純な操作で遂行することが
できるので、キー操作部自体の大きさやキー同士の間隔の縮小化に拘わらず、容易かつ確
実に文字を選択でき、誤入力を低減することが可能となる。また、既存のキー操作部の配
列をそのまま利用しているので、ユーザの操作感覚を維持しつつ、その操作性を向上する
ことができる。
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明の他の観点による携帯電話機は、テンキーを有し、
清音文字入力可能な携帯電話機であって、テンキーのうち所定キーを触接することにより
、所定キーに対応した子音が決定し、所定キーの触接後、所定キーから離反する又は所定
キーを基点として所定方向へ摺動することにより対応した母音が決定することを特徴とす
る。
【００１３】
　本発明によれば、所定のキーに触接し、そのキーを基点とし所定方向へ摺動することに
より清音文字入力が可能になるために、容易でかつ指の無駄な動きなく文字入力を行うこ
とができる。
【００１４】
　また、本発明の一態様では、テンキーのうち所定キーを触接すると、「わ」、「を」、
「ん」が選択され、所定キーの触接後、所定キーから離反する又は基点として所定方向へ
摺動することにより「わ」、「を」、「ん」の何れか１つが決定することを特徴とする。
【００１５】
　この態様によれば、清音のみならず撥音も入力可能な構成となる。
【００１６】
　また、本発明の一態様では、所定キーの触接後、所定時間以内に所定キーから離反する
又は所定キーを基点として上下左右の何れか一方へ摺動することにより、母音のうち何れ
か１つが決定されることを特徴とする。
【００１７】
　この態様によれば、所定キーの触接後、所定時間以内に所定キーから離反する動作と、
所定キーを基点として上下左右の何れか一方へ摺動する動作の計５つの動作を母音５つと
対応させ、母音決定を行うことができる。例えば、所定キーの触接後、所定時間以内に所
定キーから離反する動作を行うことにより「ａ」の母音が決定するように設定を行った場
合、子音「ｋ」が対応している所定キーの触接後、所定時間以内に所定キーから離反する
動作を行うと「か」の文字を入力することができる。
【００１８】
　また、本発明の一態様では、所定キーの触接後、所定時間以内に所定キーから離反する
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又は所定キーを基点として上下左右の何れか一方へ摺動することにより、「わ」、「を」
、「ん」の何れか１つが決定することを特徴とする。
【００１９】
　この態様によれば、撥音を考慮した入力が可能となる。
【００２０】
　また、本発明の一態様では、母音が決定された後、さらに反時計回り方向または時計回
り方向への摺動が検知されると、その摺動方向に応じて、決定された子音および母音から
なる文字に対応する濁音、半濁音、促音、拗音のいずれか１つが決定されることを特徴と
する。
【００２１】
　この態様によれば、タッチパネル上の連続した１操作で、容易かつ確実に濁音、半濁音
、促音、拗音を選択することができる。また、反時計回り方向または時計回り方向へ指を
切り返すだけといった感覚的な操作によって操作性が格段に向上する。
【００２２】
　また、本発明の一態様では、５行３列のキー配列を少なくとも一部に有し、清音文字入
力可能な携帯電話機であって、夫々２行目から４行目又は５行２列目のキーのうち所定キ
ーを触接することにより子音が決定し、所定キーの触接後、所定時間以上所定キーの触接
を続けることにより第１の母音が、所定キーの触接後、所定キーの上部に隣接されたキー
を触接することにより第２の母音が、所定キーが３列目のキーである場合には、所定キー
の触接後、所定時間以内に所定キーから離反すること又は所定キーが３列目のキーではな
い場合には、所定キーの触接後、キーの右部に隣接されたキーを触接することにより第３
の母音が、所定キーが５行２列目のキーである場合には、所定キーの触接後、所定時間以
内に所定キーから離反すること又は所定キーが５行２列目のキーではない場合には、所定
キーの触接後、所定キーの下部に隣接されたキーを触接することにより第４の母音が、所
定キーが１列目のキーである場合には、所定キーの触接後、所定時間以内に所定キーから
離反すること又は所定キーが１列目のキーではない場合には、所定キーの触接後、所定キ
ーの左部に隣接されたキーを触接することにより第５の母音が決定することを特徴とする
。
【００２３】
　この態様によれば、携帯電話機に搭載された夫々のキーのタッチセンサが、そのキーに
触れられているか否かしか判断できなくとも、かつ、キーの触接後の摺動する方向にキー
がなくとも、子音を決定する全てのキーにおいて、キーの触接後に、指を上に摺動させる
と第２の母音が、右に摺動させると第３の母音が決定するようにユーザは感じ、容易に入
力方法を覚えることができるとともに、隣接キーのみ用いた文字入力であるため、狭い範
囲での指の動作により文字を決定することができ、文字入力速度上昇につなげることがで
きる。
【００２４】
　また、本発明の一態様では、１行２列目のキーが欠落した５行３列のキー配列を少なく
とも一部に有し、清音文字入力可能な携帯電話機であって、夫々２行目から４行目又は５
行２列目のキーのうち所定キーを触接することにより子音が決定し、所定キーの触接後、
所定時間以上所定キーの触接を続けることにより第１の母音が、所定キーが２行２列目の
キーである場合には、所定キーの触接後、所定時間以内に所定キーから離反すること又は
所定キーが２行２列目のキーではない場合には、所定キーの触接後、キーの上部に隣接さ
れたキーを触接することにより第２の母音が、所定キーが３列目のキーである場合には、
所定キーの触接後、所定時間以内に所定キーから離反すること又は所定キーが３列目のキ
ーではない場合には、所定キーの触接後、キーの右部に隣接されたキーを触接することに
より第３の母音が、所定キーが５行２列目のキーである場合には、所定キーの触接後、所
定時間以内に所定キーから離反すること又は所定キーが５行２列目のキーではない場合に
は、所定キーの触接後、キーの下部に隣接されたキーを触接することにより第４の母音が
、所定キーが１列目のキーである場合には、所定キーの触接後、所定時間以内に所定キー
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から離反すること又は所定キーが１列目のキーではない場合には、所定キーの触接後、キ
ーの左部に隣接されたキーを触接することにより第５の母音が決定することを特徴とする
。
【００２５】
　この態様によれば、１行２列目のキーが欠落した５行３列のキー配列を有する携帯電話
機であったとしても、上記構成にすることにより上記態様と同様の効果を有することがで
きる。
【００２６】
　また、本発明の一態様では、５行３列のキー配列を少なくとも一部に有し、清音文字入
力可能な携帯電話機であって、夫々２行目から４行目又は５行２列目のキーのうち所定キ
ーを押下することにより子音が決定し、所定キーの押下後、所定時間以上所定キーの押下
を続けることにより第１の母音が、所定キーの押下後、所定時間以内に所定キーの上部に
隣接されたキーを押下することにより第２の母音が、所定キーが３列目のキーである場合
には、所定キーの押下後、所定時間以内に所定キーから離反すること又は所定キーが３列
目のキーではない場合には、所定キーの押下後、所定時間以内にキーの右部に隣接された
キーを押下することにより第３の母音が、所定キーが５行２列目のキーである場合には、
所定キーの押下後、所定時間以内に所定キーから離反すること又は所定キーが５行２列目
のキーではない場合には、所定キーの押下後、所定時間以内に所定キーの下部に隣接され
たキーを押下することにより第４の母音が、所定キーが１列目のキーである場合には、所
定キーの押下後、所定時間以内に所定キーから離反すること又は所定キーが１列目のキー
ではない場合には、所定キーの押下後、所定時間以内に所定キーの左部に隣接されたキー
を押下することにより第５の母音が決定することを特徴とする。
【００２７】
　この態様によれば、キーの押下により入力を行う携帯電話機において、子音を決定する
所定キーの押下後、キーの長押し又は擬似的を含む上下左右のキーを押下することにより
、どこに配置された子音決定のための所定キーにおいても、所定キーの押下後の母音決定
の動作を同一にして同一の母音を決定することができる。同一動作により、同一の母音が
決定できるため入力方法を容易に覚えることができるとともに、隣接キーのみ用いた文字
入力であるため、狭い範囲での指の動作により文字を決定することができ、文字入力速度
上昇につなげることができる。
【００２８】
　また、本発明の一態様では、１行２列目のキーが欠落した５行３列のキー配列を少なく
とも一部に有し、清音文字入力可能な携帯電話機であって、夫々２行目から４行目又は５
行２列目のキーのうち所定キーを押下することにより子音が決定し、所定キーの押下後、
所定時間以上所定キーの押下を続けることにより第１の母音が、所定キーが２行２列目の
キーである場合には、所定キーの押下後、所定時間以内に所定キーから離反すること又は
所定キーが２行２列目のキーではない場合には、所定キーの押下後、所定時間以内にキー
の上部に隣接されたキーを触接することにより第２の母音が、所定キーが３列目のキーで
ある場合には、所定キーの押下後、所定時間以内に所定キーから離反すること又は所定キ
ーが３列目のキーではない場合には、所定キーの押下後、所定時間以内にキーの右部に隣
接されたキーを触接することにより第３の母音が、所定キーが５行２列目のキーである場
合には、所定キーの押下後、所定時間以内に所定キーから離反すること又は所定キーが５
行２列目のキーではない場合には、所定キーの触接後、所定時間以内にキーの下部に隣接
されたキーを触接することにより第４の母音が、所定キーが１列目のキーである場合には
、所定キーの押下後、所定時間以内に所定キーから離反すること又は所定キーが１列目の
キーではない場合には、所定キーの押下後、所定時間以内にキーの左部に隣接されたキー
を触接することにより第５の母音が決定することを特徴とする。
【００２９】
　この態様によれば、１行２列目のキーが欠落した５行３列のキー配列を有する携帯電話
機であったとしても、上記構成にすることにより上記態様と同様の効果を有することがで
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きる。
【００３０】
　また、本発明に係る携帯電話機の文字入力方法は、５行３列のキー配列又は１行２列目
のキーが欠落した５行３列のキー配列を少なくとも一部に有し、清音文字入力可能な携帯
電話機であって、夫々２行目から４行目又は５行２列目のキーのうち所定キーを触接する
ことにより子音が決定するステップと、所定キーの触接後、所定キーから離反する又は所
定キーを基点として所定方向へ摺動することにより母音が決定するステップを有すること
を特徴とする。
【００３１】
　また、本発明の他の観点による、タッチパネルへのユーザ操作に応じて表示部に表示す
る文字を決定する携帯電話機の文字入力方法は、タッチパネルが所定キーの触接を検知す
ると、所定キーに対応した子音を決定し、所定キーの触接後、所定キーからの離反、所定
キーの所定時間接触、又は所定キーを基点とした所定方向への摺動を検知すると、その検
知された操作に対応した母音を決定し、母音が決定された後、さらに反時計回り方向また
は時計回り方向への摺動を検知すると、その摺動方向に応じて、決定された子音および母
音からなる文字に対応する濁音、半濁音、促音、拗音のいずれか１つが決定することを特
徴とする。
【００３２】
　また、本発明に係るプログラムは、５行３列のキー配列又は１行２列目のキーが欠落し
た５行３列のキー配列を少なくとも一部に有し、清音文字入力可能な携帯電話機を、夫々
２行目から４行目又は５行２列目のキーのうち所定キーを触接すると、所定キーに対応し
た子音が決定する子音決定手段、所定キーの触接後、所定キーから離反する又は所定キー
を基点として所定方向へ摺動することにより対応した母音が決定する母音決定手段として
機能させるプログラムである。
【００３３】
　なお、上記プログラムは、インターネットなどの通信ネットワークを介して提供されて
もよいし、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭなどのコンピュータ読
み取り可能な各種情報記憶媒体に格納されて提供されてもよい。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、テンキーを有し、清音文字入力可能な携帯電話機であって、テンキー
のうち所定キーを触接すると、所定キーに対応した子音が決定し、所定キーの触接後、所
定キーから離反する又は所定キーを基点として所定方向へ摺動することにより対応した母
音が決定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
［第１実施形態］
　以下、本発明の第１実施形態を図面に基づいて説明する。
【００３６】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る携帯電話機の外観図である。図２は、第１実施形
態に係る携帯電話機の機能ブロック図である。以下に示す携帯電話機としては、携帯電話
、ＰＨＳ端末の他に、今後移動体通信網への無線接続機能の搭載が期待されるノート型パ
ーソナルコンピュータ、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、デジタルカメラ、音楽
プレイヤー、カーナビゲーション、ゲーム機器、ＤＶＤプレイヤー等様々な電子機器を用
いることができる。
【００３７】
　図１および図２に示すように、第１実施形態に係る携帯電話機は第１筐体１ａと第２筐
体１ｂを有し、ヒンジ部２でつながれている。
【００３８】
　第１筐体１ａには表示部３を有し、キー操作部４を介して入力された文字や、画像、ｗ
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ｅｂページ等を表示する。第２筐体１ｂは後述するタッチパネル５からなり、タッチパネ
ル５にはキー操作部４が表示される。 キー操作部４は番号を入力するテンキー４０、電
話を掛ける際に使用するオフフックキー４１、入力した文字を消去する際に使用するクリ
アキー４２、電話を切る際に使用するオンフックキー４３、米印を入力するスターキー４
４、シャープキーを入力するハッシュキー４５、メーラーやブラウザーを立ち上げるため
の付加キー４６、４７、カーソル移動に用いる十字キー４８、決定キー４９から構成され
、ユーザによるキー操作を検出し、制御部に検出信号を出力する。
【００３９】
　マイク１２は、外部から入力される音声を音声信号に変換し、制御部９に出力する。ス
ピーカー１１は、制御部９から入力される音声信号を音声に変換し、外部に出力する。
【００４０】
　表示制御部１０は、制御部９の指示に従って映像信号を生成し、表示部３又はタッチパ
ネル５に出力する。
【００４１】
　通信制御部６は、制御部９の指示に従って、基地局との無線通信を制御する。無線部７
は、アンテナ、アンプ、フィルタ、ミキサ、変復調回路などを含んで構成される。無線部
７は、通信制御部６の指示に従って、アンテナで受信される無線信号を受信データに変換
し、その受信データを通信制御部６を介して制御部９に出力する。また、無線部７は、通
信制御部６を介して制御部９から入力される送信データを無線信号に変換し、その無線信
号を送信出力レベルにまで増幅してアンテナから送信する。
【００４２】
　記憶部８は、ＲＡＭやＲＯＭなどのメモリ素子およびハードディスク装置などの記憶装
置の少なくとも一方を含んで構成される。記憶部８は、ＣＰＵにより実行される各種プロ
グラムやそのプログラムから参照される各種情報を格納するとともに、ＣＰＵの作業メモ
リとしても動作する。
【００４３】
　制御部９は、たとえばＣＰＵおよびＣＰＵの動作を制御するプログラムで構成され、携
帯電話機の各部を制御する。
【００４４】
　次にタッチパネル５について図３を用いて説明を行う。図３は第１実施形態における第
２筐体１ｂであり、タッチパネル５として機能する部分を斜線で表している。タッチパネ
ル５は画像等を表示するディスプレイと触接位置を判別するためのマトリックス・スイッ
チ等からなる。また、タッチパネル５の検知方式としては、抵抗膜方式、静電容量方式、
赤外遮光方式、超音波表面弾性波方式、電磁誘導方式、静電結合方式、音響パルス認識方
式、画像認識方式等様々な既存の方式を用いることができる。さらに、表示部３に一体的
に形成された光センサにより、表示部３表面に置かれた物体を認識する方式も本実施形態
の技術範囲に属する。
【００４５】
　ユーザがタッチパネル５上のある位置を触接すると、その箇所におけるＸ軸とＹ軸の値
が制御部９に信号として出力される。制御部９はタッチパネル５からの出力信号に基づき
、ユーザに触接されたタッチパネル５上の位置の判別を行う。タッチパネル５のディスプ
レイに表示されたキー操作部４のキーの位置と、ユーザが触接した位置が同一の場合、タ
ッチパネルから、キー操作部４のキーが選択されたものとみなし、制御部９に操作信号を
出力する。
【００４６】
　文字入力において、タッチパネル５のディスプレイに表示されたテンキー４０２の位置
を指で触れるとすると子音の「か」行の文字が選択されたことを示す信号が制御部９に出
力される。テンキー４０２を触れた後、所定時間以内にタッチパネル５から指を離すこと
なくクリアキー４２の方向へスライドさせることにより、母音の「ｉ」が選択されたこと
を示す信号が制御部９に出力される。これら子音の「か」行の文字が選択されたことを示
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す信号と母音の「ｉ」が選択されたことを示す信号により、ユーザにより文字「き」が入
力されると判断される。同様に、テンキー４０１が触れられることにより「あ」行が、テ
ンキー４０３により「さ」行が、テンキー４０４により「た」行が、テンキー４０５によ
り「な」行が、テンキー４０６により「は」行が、テンキー４０７により「ま」行が、テ
ンキー４０８により「や」行が、テンキー４０９により「ら」行が、テンキー４００によ
り「わ」行及び「ん」が選択されたことを示す信号が出力される。テンキー４００から４
０９に触れ、これら子音が決定された後、所定時間以上同じテンキーに触れ続けることに
より母音の「ａ」が、所定時間以内に触れたキーから上方向へ指を触れたままスライドさ
せることにより母音の「ｉ」が、所定時間以内に触れたキーから右方向へ指を触れたまま
スライドさせることにより母音の「ｕ」が、所定時間以内に触れたキーから下方向へ指を
触れたままスライドさせることにより母音の「ｅ」が、所定時間以内に触れたキーから左
方向へ指を触れたままスライドさせることにより母音の「ｏ」が選択されたことを示す信
号が出力される。
【００４７】
［第２実施形態］
　以下、本発明の第２実施形態を図面に基づいて説明する。上記第１実施形態と説明の重
複する部分については同一の符号を付して説明を省略する。さらに、同様の効果について
も説明を省略する。
【００４８】
　図４は第２実施形態における第２筐体１ｂであり、キー操作部４に夫々タッチセンサを
有する。タッチセンサを有する箇所を斜線で示す。また、キー操作部４がフレームレスで
ある、即ち、隣接するキー同士が離隔していないキー配列を用いることもできる。
【００４９】
　第２実施形態における文字入力の子音決定は第１実施形態と同様に、テンキー４００か
らテンキー４０９を指で触れることによって子音が選択される。
【００５０】
　次にテンキーを触れた後、そのテンキーを所定時間触れ続けることにより母音の「ａ」
が選択される。
【００５１】
　またテンキーを触れた後、所定時間以内にそのテンキーの上部に隣接するキーを触れる
ことにより母音の「ｉ」が選択される。
【００５２】
　テンキー４０３、４０６、４０９に触れた後、所定時間以内にそのテンキーから指を離
すことにより、またテンキー４０１、４０２、４０４、４０５、４０７、４０８、４００
に触れた後、所定時間以内にそのテンキーの右部に隣接するキーを触れることにより母音
の「ｕ」が選択される。
【００５３】
　テンキー４００に触れた後、所定時間以内にそのテンキーから指を離すことにより、ま
たテンキー４０１から４０９に触れた後、所定時間以内にそのテンキーの下部に隣接する
キーを触れることにより母音の「ｅ」の母音が選択される。
【００５４】
　テンキー４０１、４０４、４０７に触れた後、所定時間以内にそのテンキーから指を離
すことにより、またテンキー４０２、４０３、４０５、４０６、４０８、４０９、４００
に触れた後、所定時間以内にそのテンキーの左部に隣接するキーを触れることにより母音
の「ｏ」が選択される。
【００５５】
［第３実施形態］
　以下、本発明の第３実施形態を図面に基づいて説明する。上記第１、第２実施形態と説
明の重複する部分については同一の符号を付して説明を省略する。さらに、同様の効果に
ついても説明を省略する。
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【００５６】
　図５は第３実施形態にかかる携帯電話機である。第３実施形態では図１における携帯電
話機のクリアキー４２が欠落した構造をしている。このような構造の携帯電話機において
は、付加キー４６が適宜クリアキーと同様な機能を有する。
【００５７】
　第３実施形態では第２実施形態と同様のタッチセンサ５の構成を有する。第３実施形態
における文字入力は第２実施形態における文字入力とテンキー４０２における母音「ｉ」
の入力方法のみ異なる。
【００５８】
　テンキー４０２における母音「ｉ」の入力は、テンキー４０２に触れた後、所定時間以
内にそのテンキーから指を離すことにより「ｉ」の母音が決定し、入力方法は第１実施形
態と同様になる。
【００５９】
［第４実施形態］
　本発明の第４実施形態について説明する。上記実施形態と説明の重複する部分について
は同一の符号を付して説明を省略する。さらに、同様の効果についても説明を省略する。
【００６０】
　第４実施形態にかかる携帯電話機は図１の携帯電話機と同型でタッチセンサを有さない
。
【００６１】
　第４実施形態における文字入力の子音決定は、テンキー４００からテンキー４０９を押
下することによって子音が選択される。
【００６２】
　次にテンキーを押下した後、そのテンキーを所定時間押し続けることにより母音の「ａ
」が選択される。
【００６３】
　またテンキーを押下した後、所定時間以内にそのテンキーの上部に隣接するキーを押下
することにより母音の「ｉ」が選択される。
【００６４】
　テンキー４０３、４０６、４０９を押下した後、所定時間以内にそのテンキーから指を
離すことにより、またテンキー４０１、４０２、４０４、４０５、４０７、４０８、４０
０を押下した後、所定時間以内にそのテンキーの右部に隣接するキーを押下することによ
り母音の「ｕ」が選択される。
【００６５】
　テンキー４００を押下した後、所定時間以内にそのテンキーから指を離すことにより、
またテンキー４０１から４０９を押下した後、所定時間以内にそのテンキーの下部に隣接
するキーを押下することにより母音の「ｅ」の母音が選択される。
【００６６】
　テンキー４０１、４０４、４０７を押下した後、所定時間以内にそのテンキーから指を
離すことにより、またテンキー４０２、４０３、４０５、４０６、４０８、４０９、４０
０を押下した後、所定時間以内にそのテンキーの左部に隣接するキーを押下することによ
り母音の「ｏ」が選択される。
【００６７】
　図６は本発明の文字入力時の動作フローの一例を示す図である。図３に従って本発明の
文字入力時の動作を説明する。携帯電話機が文字入力可能な状態のときに、テンキーが触
れられる（ステップＳ１）と、清音の子音が決定する（ステップＳ２）。テンキーに触れ
た後、所定時間以内にそのテンキーから指を離すか（ステップＳ３）、上方向にスライド
されるか（ステップＳ４）、右方向にスライドされるか（ステップＳ５），下方向にスラ
イドされるか（ステップＳ６）、左方向にスライドされるか（ステップＳ７）判断が行わ
れる。上記判断がなされれば、母音が決定し（ステップＳ８）、入力文字が決定する（ス
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テップＳ９）。
【００６８】
［第５実施形態］
　本発明の第５実施形態について説明する。上記実施形態と説明の重複する部分について
は同一の符号を付して説明を省略する。さらに、同様の効果についても説明を省略する。
また、本実施形態においては、キー操作部４がタッチパネル５上で実施されているか否か
、またタッチセンサを有しているか否かを問わず、その操作性のみを説明する。
【００６９】
　上述した実施形態では、キー操作部４に対する子音選択およびそれに引き続く母音選択
によって清音の入力が可能であるが、本実施形態では、第４実施形態までに説明したその
母音選択後のさらなる操作を通じて、濁音、半濁音、促音、拗音等様々な文字（特殊文字
）を入力することが可能となる。
【００７０】
　図７は、携帯電話機を用いた操作入力を説明するための説明図である。ここでは、清音
である「つ」を挙げてその変換処理を示している。まず、第４実施形態までに説明した操
作により、子音「ｔ」検知後の右方向へのスライド操作に伴い母音「ｕ」が選択されたと
仮定すると、携帯電話機は、この時点で入力された文字を「つ」と認識する。その後、ユ
ーザが、キー操作部４から指を離すことなく引き続き円を描くスライド操作を行った場合
、携帯電話機は、その操作を認識して、「つ」にさらなる文字変換を施す。
【００７１】
　例えば、図７（ａ）のように、「つ」が選択された位置からさらに反時計回り（左回り
）に円を描くような操作を検出した場合、携帯電話機は、濁音「づ」を認識する。また、
時計回り（右回り）に円を描くような操作を検出した場合、携帯電話機は、促音「っ」を
認識する。
【００７２】
　かかるキー操作部４上の一連の操作により、容易かつ確実に濁音、半濁音、促音、拗音
を選択することができる。また、反時計回り方向または時計回り方向へ指を切り返すだけ
といった感覚的な操作によって操作性が格段に向上する。
【００７３】
　このような清音から濁音、半濁音、促音、拗音への変換は、予め定められている文字変
換テーブルを参照することで煩雑な計算処理なしに容易に実行できる。
【００７４】
　図８は、文字変換テーブルの一例を示した説明図である。ここでは、第５実施形態によ
る文字変換の対象となり得る変換前文字（清音）に対し、反時計回り方向または時計回り
方向の変換操作に応じて一意に文字が定まる。かかる文字変換テーブルでは、反時計回り
ならば濁音、時計回りならば濁音以外の半濁音、促音、拗音という原則が適用されている
。ここでは、半濁音に付される円を描画した場合、右利きの大抵の人が時計回りの軌跡を
描くので、その対応関係により、時計回りが半濁音であると連想でき、直感的に半濁音を
入力できる。従って、その対照的な関係にある濁音もまた対照的な反時計回りで変換でき
ることを連想でき、容易に変換することが可能となる。以下、濁音と半濁音とを選択可能
な「は」行を例に挙げてその動作を説明する。
【００７５】
　図９は、携帯電話機を用いた操作入力を説明するための説明図である。例えば、図９（
ａ）の図中中央に示すように「は」の文字が決定した後、さらに連続して反時計回りの操
作を検出すると、文字は濁音「ば」に変換される。また、時計回りの操作を検出すると文
字は半濁音「ぱ」に変換される。図９（ｂ）～図９（ｅ）においても、図９（ａ）同様、
反時計回り又は時計回りの操作を検知して濁音又は半濁音が選択される。
【００７６】
　文字変換テーブルでは、反時計回りと時計回りにそれぞれ濁音と半濁音を対応付けてい
るが、その対応付けは任意に設定または変更することもできる。
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【００７７】
　図７および図９を用いた説明では、文字変換を実行するトリガとして反時計回りおよび
時計回りの操作を挙げているが、かかる操作に限られず、その操作に類似した様々な操作
に適用できる。
【００７８】
　図１０は、携帯電話機を用いた他の操作入力を説明するための説明図である。例えば反
時計回りに完全な円を描かなくとも、図１０（ａ）に示すように半円やそれに満たない円
（半回転軌跡）によって当該変換操作を認識することもできる。また、図１０（ｂ）のよ
うに円ではない例えば三角形といった多角形の入力軌跡（多角形軌跡）でも当該変換操作
を認識する。さらには、図１０（ｃ）のように、単に指を移動する方向を変化させるだけ
（Ｌ字軌跡）でもそれが反時計回り方向なのか時計回り方向なのかを判断できれば当該変
換操作を認識することができる。
【００７９】
　このような携帯電話機の文字入力では、複数の文字の連続入力が想定されるので、濁音
、半濁音、促音、拗音への文字変換に反時計回りまたは時計回りの正円を要するとなると
、本実施形態による容易な操作入力が却って阻まれる場合が生じ得る。本実施形態では、
上述したように、半回転軌跡、多角形軌跡、Ｌ字軌跡を認識することで、完全な円を描か
なくとも、誤認識を回避しつつ、確実にユーザが意図する文字を認識することができる。
【００８０】
　また、コンピュータを、第１実施形態から第５実施形態までに説明した携帯電話機とし
て機能させるプログラムも提供される。
【００８１】
（携帯電話機の文字入力方法）
　以上、説明した携帯電話機を用いて文字入力を行う携帯電話機の文字入力方法を説明す
る。
【００８２】
　図１１は、携帯電話機の文字入力方法の具体的な処理を示したフローチャートである。
携帯電話機は、文字入力が開始されると、ユーザによる文字入力を待ち受け（ステップＳ
２０）、テンキー４０へのタッチが検出されると（Ｓ２０のＹＥＳ）、そのタッチされた
キーに基づいて子音が決定される（ステップＳ２１）。
【００８３】
　続いて、そのユーザのテンキー４０へのタッチが離反（リリース）したかどうか判定さ
れ（ステップＳ２２）、離反していたら（Ｓ２２のＹＥＳ）、その子音の「あ」段の文字
が当該文字入力の文字として決定される（ステップＳ２３）。離反していなければ（Ｓ２
２のＮＯ）、ユーザによるスライド操作が検知されたか否かが判断され（ステップＳ２４
）、スライド操作が検知されていなければ（Ｓ２４のＮＯ）、所定時間の押止を確認すべ
くタイムアウトが判断される（ステップＳ２５）。ここで所定時間が経過していれば（Ｓ
２５のＹＥＳ）、母音は「あ」段に決定する（ステップＳ２６）。経過していなければ（
Ｓ２５のＮＯ）、ユーザ入力の待機状態に戻る。
【００８４】
　ここで、タイムアウトを設けているのは、子音決定後のスライド操作が「ａ」以外の母
音を選択するためのスライド操作か、母音を「ａ」とした上で本実施形態の濁音等を選択
するためのスライド操作かが識別できないからである。そのキーからの上下左右の移動を
伴わずに母音を「ａ」段に確定するステップＳ２５のタイムアウトによって、所定時間経
過する前のスライド操作は母音選択、所定時間経過後のスライド操作は母音を［ａ］とし
た上での濁音等の選択と判断することができる。また、かかるタイムアウトの判断を、所
定時間経過する前のスライド操作は濁音等選択、所定時間経過後のスライド操作は母音選
択と逆の構成を採ることもできる。
【００８５】
　そして、ユーザによるスライド操作が検知されていれば（Ｓ２４のＹＥＳ）、まず、そ
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のスライド操作がテンキー４０の上方向へのスライド操作であるか否か判断され（ステッ
プＳ２７）、上方向のスライド操作であれば（Ｓ２７のＹＥＳ）、母音は「い」段に決定
する（ステップＳ２８）。同様に、右方向であれば（Ｓ２９のＹＥＳ）、母音は「う」段
となり（ステップＳ３０）、下方向であれば（Ｓ３１のＹＥＳ）、母音は「え」段となり
（ステップＳ３２）、下方向でなければ（Ｓ３１のＮＯ）、左方向であるとみなされ、母
音は「お」段となる（ステップＳ３３）。
【００８６】
　次に、そのユーザのテンキー４０へのさらなるスライド操作が検知されたか否かが判断
され（ステップＳ３４）、スライド操作が検知されていなければ（Ｓ３４のＮＯ）、離反
されたかまたは所定時間経過しているかが判断され（ステップＳ３５）、離反またはタイ
ムアウトと判断されると、子音と母音によって示される清音の文字が確定する（Ｓ３６）
。
【００８７】
　そして、ユーザによるスライド操作が検知されていれば（Ｓ３４のＹＥＳ）、まず、そ
のスライド操作がテンキー４０における反時計回り方向であるか否か判断され（ステップ
Ｓ３７）、反時計回り方向であれば（Ｓ３７のＹＥＳ）、その文字が濁点の対象文字であ
ることを確認し（ステップＳ３８）、文字変換テーブルを参照して濁点に変換する（Ｓ３
９）。また、反時計回り方向ではないと判断された場合（Ｓ３７のＮＯ）、そのスライド
操作は、時計回り方向のスライド操作であるとみなされ、その文字が半濁点、促音、拗音
の対象文字であることを確認し（ステップＳ４０）、文字変換テーブルを参照してそれぞ
れ半濁点、促音、拗音に変換する（ステップＳ４１）。最後に変換後の文字を確定して当
該文字入力を終了する（ステップＳ３６）。
【００８８】
　また、このような文字入力中（文字確定前）に誤って隣接するキーに触れた場合、その
操作を新たな文字入力として認識しないように構成することもできる。こうして誤入力が
防止される。
【００８９】
　さらに、上述したタイムアウトの代わりに時間間隔の短い連続したタッチ（タップ）に
よってタイムアウトを待たずにタイムアウト後の処理に移ることもできる。
【００９０】
　以上説明した携帯電話機の文字入力方法によっても、子音決定後の母音選択を、所定キ
ーからの離反、所定キーの所定時間押止、又は所定キーを基点とした所定方向への摺動と
いった単純な操作で遂行することができるので、キー操作部４自体の大きさやキー同士の
間隔の縮小化に拘わらず、容易かつ確実に文字を選択でき、誤入力を低減することが可能
となる。また、既存のキー操作部４の配列をそのまま利用しているので、ユーザの操作感
覚を維持しつつ、その操作性を向上することができる。
【００９１】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変換例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００９２】
　ここで、母音を決定するためにスライドさせる方向は上下左右に限られず適宜斜め方向
を使用してもよい。たとえば「や」行の母音を決める場合には「ａ」を上スライド、「ｕ
」を右斜め下スライド、「ｏ」を左斜め下スライドと設定してもよい。
【００９３】
　ここで、各キーにタッチセンサを有し、そのタッチセンサはキーが触れられているか否
かのみを判別させる機能を有する場合は、たとえばキーの大部分が触れられた場合にのみ
、触れられていると判定するようにするとよい。またキーの中央部にのみタッチセンサを
設置するようにするとよい。このような構成にすることによって、スライドの際の誤作動
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を防ぐことができる。
【００９４】
　本実施例においてはフレームを有するテンキー配列で説明を行ったが、本発明はこれに
限定されるものではない。
【００９５】
　本実施例においては、５行３列のキー配列又は１行２列目のキーが欠落した５行３列の
キー配列を少なくとも一部に有する携帯電話機について説明を行ったが、キー配列はこれ
に限定されるものではない。テンキーがランダムに配置されている場合においても短押し
又はタッチ後上下左右スライドにより母音を決定することができるためである。さらに５
行３列等の行列表現は厳密な意味での行列表現ではなく、行列中の１つ又は複数のキーが
他のキーとくらべ、秩序立てて配列されていなくともよい。さらに行列中のボタンは同一
形状である必要はなく、例えば図２記載の携帯電話機においては、１行２列目にキーが欠
落しているとして、本実施形態では説明を行ったが、十字キー４８を１行２列目のキーと
みなし本発明を実施してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる携帯電話機の構成図である。
【図２】本発明の第１実施形態にかかる携帯電話機の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態にかかる携帯電話機のタッチパネルを示した図である。
【図４】本発明の第２実施形態にかかる携帯電話機のタッチセンサを示した図である。
【図５】本発明の第３実施形態にかかる携帯電話機の構成図である。
【図６】本発明の文字入力時の動作フローを示す図である。
【図７】本発明の第５実施形態にかかる携帯電話機を用いた操作入力を説明するための説
明図である。
【図８】本発明の第５実施形態にかかる文字変換テーブルの一例を示した説明図である。
【図９】本発明の第５実施形態にかかる携帯電話機を用いた操作入力を説明するための説
明図である。
【図１０】本発明の第５実施形態にかかる携帯電話機を用いた他の操作入力を説明するた
めの説明図である。
【図１１】本発明の携帯電話機の文字入力方法の具体的な処理を示したフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００９７】
１　筐体
１０　表示制御部
１１　スピーカー
１２　マイク
２　ヒンジ部
３　表示部
４０　テンキー
４１　オフフックキー
４２　クリアキー
４３　オンフックキー
４４　スターキー
４５　ハッシュキー
４６　付加キー
４７　付加キー
４８　十字キー
４９　決定キー
５　タッチパネル
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